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診療報酬明細書（レセプト）、
診療録、処方箋の記載要領の変更点

新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の臨時的な取り扱いの対応

※厚労省事務連絡「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時
的な取扱いについて」の「その５」
（2020年３月12日）、「その９」（４
月８日）および「その11」（４月14
日）より抜粋・一部改変

在宅療養指導管理料算定・
在宅療養指導管理材料加算
Ｑ１　過去３月以内に在宅療養指導
管理料を算定した慢性疾患等を有す
る定期受診患者等について、医師が
電話や情報通信機器を用いて診療
し、患者または患者の看護に当たる
者（以下、「患者等」）に対して、療
養上必要な事項について適正な注意
および指導を行い、併せて必要かつ
十分な量の衛生材料または保険医療
材料を支給した場合に、在宅療養指
導管理料および在宅療養指導管理材

料加算を算定できるか。
Ａ１　衛生材料または保険医療材料
を支給した場合に限り、在宅療養指
導管理料および在宅療養指導管理材
料加算を算定できる。
　この場合、在宅療養の方法、注意
点、緊急時の措置に関する指導等の
内容、患者等から聴取した療養の状
況および支給した衛生材料等の量等
を診療録に記載する。
　また、衛生材料または保険医療材
料の支給に当たっては、患者等に直
接支給する。ただし、患者の看護に
当たる者がいない等の理由により患
者等に直接支給できない場合には、
当該理由を診療録に記載するととも
に、衛生材料または保険医療材料を
患者に送付することとして差し支え
ない。この場合において、当該患者
が受領したことを確認し、その旨を

診療録に記載する。

院内トリアージ実施料
　新型コロナウイルス感染症である
ことが疑われる患者に対し、必要な
感染予防策を講じた上で実施される
外来診療を評価する観点から、新型
コロナウイルス感染症患者（新型コ
ロナウイルス感染症であることが疑
われる者を含む。以下同じ）の外来
診療を行う保険医療機関において
は、当該患者の診療について、受診
の時間帯によらず、B001-2-5 院内
トリアージ実施料（300点）を算定
できる。
　なお、その際は、「新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）診療の
手引き・第１版」に従い、院内感染
防止等に留意した対応を行う。
　また、新型コロナウイルス感染症
患者に対してのみ院内トリアージ実
施料を算定する保険医療機関につい
ては、施設基準を満たしているもの
とみなし、届出も不要。
Ｑ２　必要な感染予防策を講じた上
で、新型コロナウイルス感染症であ

ることが疑われる患者に対しては院
内トリアージ実施料（300点）を算
定できることとされているが、その
際に講じることとされている「必要
な感染予防策」とはどのようなもの
か。
Ａ２　「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）診療の手引き・第１
版」に従い、院内感染防止等に留意
した対応を行う。特に「５　院内感
染防止」および参考資料「新型コロ
ナウイルス感染症に対する感染管理
（国立感染症研究所）」の内容を参
考とする。なお、その診療に当たっ
ては、患者またはその家族等に対し
て、院内感染防止等に留意した対応
を行っている旨を十分に説明する。
Ｑ３　治療のため現に通院している
患者であって、新型コロナウイルス
感染症を疑う症状で受診したものに
ついて、必要な感染予防策を講じた
上で、当該患者の診療を行ったとき
には、再診料等を算定した場合であ
っても、院内トリアージ実施料を算
定できるか。
Ａ３　算定できる。

その他の場合」はどちらを算定する
のか。　
Ａ４　「ロ　その他の場合」を算定
する。

〈人工腎臓〉
Ｑ５　人工腎臓について、エリスロ
ポエチン、ダルベポエチン、エポエ
チンベータペゴルおよび HIF-PH 阻
害剤のいずれも使用しない患者にお
いては、どの点数を算定するのか。
Ａ５　当該患者については、慢性維
持透析を行った場合１、２または３
のうち、イ、ロ又はハのいずれかを
算定する。

し、記載しても差し支えない。ま
た、初回指導時に算定した費用につ
いては、特段の対応は不要。
Ｑ３　管理料の２について、患者が
２回目以降の指導予定日に受診しな
かった場合に、患者と連絡が取れな
かったときは、診療録等に何を記載
すべきか。
Ａ３　患者と連絡が取れなかった旨
を診療録等に記載する。

〈超音波検査〉
Ｑ４　往診時に患家等で超音波検査
の断層撮影法を行った場合は「イ　
訪問診療時に行った場合」と「ロ　

Ｑ２　管理料の２について、２回目
以降の指導予定日に患者の都合によ
り受診しなかった場合にどのような
対応が必要か。
Ａ２　当該患者に対して電話等によ
って受診を指示する。また、当該患
者が受診を中断する場合には、その
理由を聴取し、診療録等に記載す
る。なお、医師以外が理由を聴取

※厚労省疑義解釈「その１」（2020
年３月31日付）と「その５」（４月
16日付）より抜粋・一部改変

〈ニコチン依存症管理料〉
Ｑ１　患者ごとに管理料の「１」を
算定する患者と「２」を算定する患
者とに分けることは可能か。
Ａ１　可能である。

〈その１〉医科医科
新点数新点数

ＱＱＡＡ＆＆

〈レセプト〉
（１）「被保険者証・被保険者手帳
等の記号・番号」欄の記載につい
て、被保険者証等の「記号及び番
号」欄に枝番の記載がある場合は、
併せて枝番を記載する。
（２）別表Ⅰ「診療報酬明細書の
「摘要」欄への記載事項等一覧（医
科）」の追加・ 改定については、
2020年４月診療分（５月請求分）か
ら対応が求められる。
（３）各記載事項における電子レセ
プト請求の場合に選択して入力する
ための「レセプト電算処理システム
用コード」の追加分は、2020年10月
診療分（11月請求分）から選択して
入力することが求められる。算定留
意事項通知で「月日」「日」と書か
れているものも全て元号による年月
日の記載が求められている。
　なお、2020年３月31日以前から適
用されているコードについては、同
年９月診療分まで選択してもよい。

【「摘要」欄への記載事項】
（４）「摘要」欄への記載事項に追
加された項目のうち、保団連『点数

表改定のポイント』に掲載した算定
留意事項通知の改定において書かれ
ていたものを除いて、主なものは以
下の通り（2020年４月診療分から実
施）。
ア．医学管理等
・診療情報提供料（Ⅲ）について、
妊婦である場合は当該患者が妊娠し
ている者である旨を記載する。
・精神科退院時共同指導料を算定す
る場合は、当該指導料の対象となる
患者の状態について記載する。
　「１」の「イ」については、措置
入院にかかる患者、緊急措置入院に
かかる患者、医療観察法による入院
または通院をしたことがある患者、
入院の期間が１年以上の患者－の４
項目から選択して記載する。
　１の「ロ」については、厚生労働
行政推進調査事業・精神障害者の地
域生活支援を推進する政策研究「多
職種連携による包括的支援マネジメ
ントに関する研究」に掲げられた
「包括的支援マネジメント実践ガイ
ド」における「包括的支援マネジメ
ント導入基準」を一つ以上満たした
重点的な支援を要する患者が対象と
なっており、15項目ある基準から選

択して記載する。
　「２」については「１」の「イ」
「ロ」の計19項目から選択して記載
する。
イ．在宅医療
・在宅時医学総合管理料、施設入居
時等医学総合管理料の包括的支援加
算について、算定留意事項通知の
（22）に規定するもののうち該当す
るものを選択して記載する。
・在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の
「２」について、分娩日を記載す
る。
ウ．検査
・算定回数が複数月に１回または年
１回のみとされている検査を実施し
た場合について、前回の実施日（初
回の場合は初回である旨）を記載す
る（ほとんどの検査にコードが設定
されている）。
・筋電図検査の「２　誘発筋電図」
について、従来から検査を行った神
経名を記載することとされていた
が、新たに感覚・運動の別、左・右
の別も記載する。
エ．画像診断
・従来から撮影部位を記載すること
とされていたが、新たに写真診断、
コンピューター断層撮影、磁気共鳴
コンピューター断層撮影について
は、撮影部位を選択して記載する。
特に写真診断の「１　単純撮影」に
ついては、四肢について左・右・両
側の別を記載する。

オ．精神科専門療法
・精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）・
（Ⅲ）について、患者が服薬中断等
により急性増悪した場合であって、
医師が必要と認め指示し、当該急性
増悪した日から７日以内の期間に算
定した場合や、さらに継続した訪問
看護が必要と医師が判断し、急性増
悪した日から１月以内の連続した７
日間に算定した場合は、算定留意事
項通知に「必要性について記載す
る」こととされていたが、これが別
表Ⅰにも掲載された。

〈カルテ〉
（５）診療録の様式第一号（一）の
１（カルテの表紙）、処方箋の様式
第二号、第二号の二が改定され、
「記号・番号」欄内に「（枝番）」欄
が設けられた。
（６）診療録「被保険者証・被保険
者手帳」欄の「記号・番号」欄（処
方箋にあっては、「被保険者証・被
保険者手帳の記号・番号」欄）につ
いて、被保険者証等の「記号及び番
号」欄に枝番の記載がある場合は、
併せて記載する。

〈処方箋〉
（７）処方箋「備考」欄について、
オンライン診療料に規定する情報通
信機器を用いた診療の実施に伴う処
方箋の場合は「オン診」と記載す
る。
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